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１．　介護保険事業の見込量と保険料設定の流れ 

第９期の介護保険事業の見込量および第１号被保険者の介護保険料の設定について、国から提

供されている「地域包括ケア見える化システム」の将来推計機能を使用して推計を行いました。 

 

（１）　被保険者数 

第１号被保険者数（６５歳以上）、第２号被保険者数（40～６４歳）について、第９期（令和６～８年

度）の推計を行いました。 

（２）要介護等認定者数 

被保険者数に対する要介護等認定者数（認定率）の動向等を勘案して、将来の認定率を見込み、

第９期（令和６～８年度）の要介護等認定者数を推計しました。 

（３）施設・居住系サービスの見込量 

要介護等認定者数の見込み、施設・居住系サービスの整備方針を踏まえるとともに、これまでの

給付実績を分析・評価して、施設・居住系サービスの見込量を推計しました。 

（４）在宅サービス等の見込量 

地域密着型サービス等の整備計画やこれまでの給付実績を分析・評価して、在宅サービス等の

見込量を推計しました。 

（５）地域支援事業の見込量 

介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業のこれまでの給付実績等を分析・

評価して、地域支援事業の見込量を推計しました。 

（６）第１号被保険者の介護保険料の設定 

介護保険の運営に必要な（３）～（５）の費用および被保険者数の見込みを基に、第９期（令和６～

８年度）の第１号被保険者の介護保険料を設定しました。 

 

第９期保険料の設定
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２．　介護保険事業サービスの利用見込量の推計 

（１）　介護サービスの利用見込量の推計 

第９期（令和６～８年度）、令和１２年度、令和２２年度の１月あたりの介護サービスの利用見込量

は、次のとおりです。 

 

 

 

介護サービス　１月あたりの利用回数・利用者数の見込み

単位：各項目の（）内

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
伸び率①

※１
令和12年度

伸び率①
※２

令和22年度令和32年度

（１）居宅サービス

訪問介護 回数（回） 5,420.0 5,434.9 5,434.9 5,288.8 99.4% 5,322.1 98.2% 5,708.4 4,077.7 

人数（人） 248 251 251 245 100.4% 250 100.8% 263 197 

訪問入浴介護 回数（回） 52 54.8 54.8 54.8 105.8% 54.8 105.8% 59.4 45.1 

人数（人） 10 10 10 10 100.0% 10 100.0% 11 8 

訪問看護 回数（回） 1,043.3 1,033.5 1,025.4 1,004.5 97.9% 1,013.1 97.1% 1,078.6 776.4 

人数（人） 129 129 128 125 98.7% 127 98.4% 135 99 

訪問リハビリテーション 回数（回） 609.9 615.0 615.0 595.4 99.8% 615.0 100.8% 645.8 485.7 

人数（人） 58 59 59 57 100.6% 59 101.7% 62 47 

居宅療養管理指導 人数（人） 128 132 132 128 102.1% 130 101.6% 139 101 

通所介護 回数（回） 7,379 7,470.1 7,453.7 7,262.6 100.2% 7,443.4 100.9% 7,821.4 5,946.6 

人数（人） 522 528 527 514 100.2% 527 101.0% 552 421 

通所リハビリテーション 回数（回） 2,251.9 2,300.1 2,291.1 2,240.6 101.1% 2,279.8 101.2% 2,407.9 1,825.9 

人数（人） 229 234 233 228 101.2% 232 101.3% 245 186 

短期入所生活介護 日数（日） 1,589.3 1,668.9 1,648.9 1,618.4 103.5% 1,635.1 102.9% 1,746.5 1,245.8 

人数（人） 95 103 102 100 107.0% 102 107.4% 108 79 

短期入所療養介護（老健） 日数（日） 248.2 242.7 242.7 242.7 97.8% 242.7 97.8% 261.9 183.0 

人数（人） 38 37 37 37 97.4% 37 97.4% 40 28 

短期入所療養介護（病院等） 日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 0.0 

人数（人） 0 0 0 0 － 0 － 0 0 

短期入所療養介護(介護医療院) 日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 0.0 

人数（人） 0 0 0 0 － 0 － 0 0 

福祉用具貸与 人数（人） 624 634 632 617 100.6% 629 100.8% 668 497 

特定福祉用具購入費 人数（人） 6 6 6 6 100.0% 6 100.0% 6 4 

住宅改修費 人数（人） 8 8 8 8 100.0% 8 100.0% 8 6 

特定施設入居者生活介護 人数（人） 30 37 37 37 123.3% 37 123.3% 37 37 

（２）地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人数（人） 0 0 0 0 － 0 － 0 0 

夜間対応型訪問介護 人数（人） 0 0 0 0 － 0 － 0 0 

地域密着型通所介護 回数（回） 790.7 866.1 866.1 842.6 108.5% 866.1 109.5% 897.0 689.8 

人数（人） 54 60 60 58 109.9% 60 111.1% 62 48 

認知症対応型通所介護 回数（回） 714.4 818.7 818.7 788.6 113.2% 795.6 111.4% 873.0 643.4 

人数（人） 43 48 48 46 110.1% 47 109.3% 51 38 

小規模多機能型居宅介護 人数（人） 91 97 97 113 112.5% 113 124.2% 113 113 

認知症対応型共同生活介護 人数（人） 233 224 224 224 96.1% 224 96.1% 224 224 

地域密着型特定施設入居者生活介護 人数（人） 0 0 0 0 － 0 － 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護

人数（人） 0 0 0 0 － 0 － 0 0 

看護小規模多機能型居宅介護 人数（人） 0 0 0 0 － 0 － 0 0 

複合型サービス（新設） 人数（人） 0 0 0 － 0 － 0 0 

（３）施設サービス

介護老人福祉施設 人数（人） 195 200 200 200 102.6% 200 102.6% 200 200 

介護老人保健施設 人数（人） 264 275 275 275 104.2% 275 104.2% 275 275 

介護医療院 人数（人） 0 12 12 12 － 12 － 12 12 

介護療養型医療施設 人数（人） 0 

（４）居宅介護支援 人数（人） 990 1,001 999 977 100.2% 999 100.9% 1,051 796 

※給付費は年間累計の金額、回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数。※１：第9期平均値/令和5年度の値*100 ※２：令和12（17,22,27,30）年度の値/令和5年度の値*100
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（２）　介護予防サービスの利用見込量の推計 

第９期（令和６～８年度）、令和１２年度、令和２２年度、令和３２年度の１月あたりの介護予防サー

ビスの利用見込量は、次のとおりです。 

 

 

 

 

（３）　介護予防・日常生活支援総合事業サービスの利用見込量の推計 

第９期（令和６～８年度）、令和１２年度、令和２２年度の１月あたりの介護予防・日常生活支援総

合事業サービスの利用見込量は、次のとおりです。 

 

 

 

介護予防サービス　１月あたりの利用回数・利用者数の見込み

単位：各項目の（）内

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
伸び率①

※１
令和12年度

伸び率①
※２

令和22年度令和32年度

（１）介護予防サービス

介護予防訪問入浴介護 回数（回） 2.4 2.4 2.4 2.4 100.0% 2.4 100.0% 2.4 2.4 

人数（人） 1 1 1 1 100.0% 1 100.0% 1 1 

介護予防訪問看護 回数（回） 233.5 240.5 240.5 240.5 103.0% 245.0 104.9% 240.5 203.5 

人数（人） 38 39 39 39 102.6% 40 105.3% 39 33 

介護予防訪問リハビリテーション 回数（回） 447.5 457.3 457.3 457.3 102.2% 474.4 106.0% 457.3 393.7 

人数（人） 50 51 51 51 102.0% 53 106.0% 51 44 

介護予防居宅療養管理指導 人数（人） 26 26 26 26 100.0% 27 103.8% 26 22 

介護予防通所リハビリテーション 人数（人） 203 203 203 202 99.8% 207 102.0% 203 172 

介護予防短期入所生活介護 日数（日） 26.9 28.8 28.8 28.8 107.1% 28.8 107.1% 28.8 28.8 

人数（人） 3 3 3 3 100.0% 3 100.0% 3 3 

介護予防短期入所療養介護（老健） 日数（日） 15.6 39.6 39.6 39.6 253.8% 39.6 253.8% 39.6 29.7 

人数（人） 4 8 8 8 200.0% 8 200.0% 8 6 

介護予防短期入所療養介護（病院等） 日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 0.0 

人数（人） 0 0 0 0 － 0 － 0 0 

介護予防短期入所療養介護(介護医療院) 日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 0.0 

人数（人） 0 0 0 0 － 0 － 0 0 

介護予防福祉用具貸与 人数（人） 398 400 399 399 100.3% 409 102.8% 401 340 

特定介護予防福祉用具購入費 人数（人） 5 5 5 5 100.0% 5 100.0% 5 5 

介護予防住宅改修 人数（人） 8 8 8 8 100.0% 8 100.0% 8 6 

介護予防特定施設入居者生活介護 人数（人） 11 8 8 8 72.7% 8 72.7% 8 8 

（２）地域密着型介護予防サービス

介護予防認知症対応型通所介護 回数（回） 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 0.0 

人数（人） 0 0 0 0 － 0 － 0 0 

介護予防小規模多機能型居宅介護 人数（人） 18 20 20 24 118.5% 24 133.3% 24 24 

介護予防認知症対応型共同生活介護 人数（人） 1 1 1 1 100.0% 1 100.0% 1 1 

（３）介護予防支援 人数（人） 504 506 506 504 100.3% 518 102.8% 507 430 

※給付費は年間累計の金額、回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数。※１：第9期平均値/令和5年度の値*100 ※２：令和12（17,22,27,30）年度の値/令和5年度の値*100

介護予防・日常生活支援総合事業

単位：人

サービス種別・項目 R5 R6 R7 R8 R12 R22 R３2

訪問介護相当サービス 196 196 196 195 201 198 170 

通所介護相当サービス 272 272 272 271 280 275 236 
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３．　費用の見込みと介護保険料 

（１）　介護保険事業の費用の見込み 

第９期（令和６～８年度）の保険料基準額の算出基礎となる介護給付費と地域支援事業費は、次

のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

（２）　財源 

介護保険事業の保険給付費は、公費で５０％（国：２５％、県：１２．５％、市：１２．５％）を負担し、残

りの５０％を保険料　（６５歳以上の第１号被保険者：２３％、　４０～６４歳の第２号被保険者：２７％）　

で賄っています。（※） 

地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業の費用は、公費で５０％（国：２５％、県：

１２．５％、市：１２．５％）を負担し、残りの５０％を保険料（６５歳以上の第１号被保険者：２３％、　４

０～６４歳の第２号被保険者：２７％）で賄っています。また、包括的支援事業・任意事業の費用は、

公費で７７％（国：３８．５％、県：１９．２５％、市：１９．２５％）を負担し、残りの２３％を第１号被保険

者の保険料で賄っています。 

（※）　公費のうち、施設等給付費の負担割合は、国が１５％、県が１７．５％になります。 

 

介護給付費（標準負担額）

単位：千円

令和6年度 令和7年度 令和8年度 合計

介護給付費 4,616,553 4,610,047 4,607,040 13,833,640 

介護予防給付費 223,312 222,936 226,164 672,412 

合計 4,839,865 4,832,983 4,833,204 14,506,052 

地域支援事業費

単位：千円

令和6年度 令和7年度 令和8年度 合計

介護予防・日常生活支援総合事業費 155,475 155,482 147,794 458,751 

包括的支援事業費（地域包括支援センターの運営）・任意事業費 111,590 111,590 111,026 334,206 

包括的支援事業費（社会保障充実分） 44,521 44,521 44,296 133,338 

合計 311,586 311,593 303,116 926,295 
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（３）　第１号被保険者の保険料基準額 

第１号被保険者の保険料は、第９期計画期間中（令和６～８年度）の介護保険事業に要する費用

の見込み額のうち、第１号被保険者が負担すべき額を第１号被保険者の人数で割ることで算出しま

す。 

第８期までに発生している保険料の余剰金である介護給付費準備金を取り崩して、保険料上昇

を抑制するため充当します。 

本市の第９期計画期間中の第１号被保険者の保険料は、第８期と同額の年額 76，７００円（月額

６，３９５円）となります。 

 

 

（４）　所得段階別の保険料 

本市は、第１号被保険者の負担能力に応じた保険料とするため、保険料を負担する額を所得に

応じて１５段階に細分化しています。第９期計画も同様の所得段階を予定しています。 

 

保険料額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）　保険料・利用料の負担軽減制度 

①　保険料の減免 

介護保険料については、以下の場合に、申請により保険料の一部または全部を減免します。 

・　第１号被保険者またはその属する世帯の生計を維持する者が、災害等により住宅、家財、その

他財産に著しい損害を受けた場合 

・　世帯の生計を主として維持する者の死亡等により、収入が著しく減少した場合 

・　世帯の生計を主として維持する者が、事業を休廃止した等により、収入が著しく減少した場合 

・　世帯の生計を主として維持する者が、干ばつ等により、収入が著しく減少した場合 

減免割合は、上記条件の程度に応じて、３/１０～１０/１０となっています。これを減免対象保険

料に乗じて得た額を減免します。 

 

 

※第８期と同様 
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②　低所得者の保険料軽減 

低所得者への配慮として、保険料の所得段階が第１段階、第２段階および第３段階の人で、保

険料の納付が困難かつ一定の収入、資産等の要件を満たす場合、保険料軽減を実施します。 

 

③　利用料の軽減 

介護保険サービスを利用した場合、利用者は原則として、所得に応じて、かかった費用の１割

から３割（※）をサービス事業者に支払います。 

低所得の人がサービスを利用しやすいよう、１月あたりの支払額が一定額を超えた場合、あと

から支給する「高額介護サービス費」、施設サービス等を利用した場合に、食費や居住費の自己

負担額を軽減する「特定入所者介護（支援）サービス費」、「社会福祉法人等による生活困難者に

対する利用者負担額の軽減」等の制度を実施します。。 

 

（※）　介護保険サービスの費用の負担割合 

○　負担割合が３割になる人は、以下の両方に該当する人 

・　本人の合計所得金額が２２０万円以上 

・　同一世帯内の６５歳以上の人の「年金収入＋その他の合計所得金額」が、単身世帯で３４

０万円以上、２人以上の世帯で４６３万円以上 

○　負担割合が２割になる人は、「３割」に該当しない人で、以下の両方に該当する人 

・　本人の合計所得金額が１６０万円以上 

・　同一世帯内の６５歳以上の人の「年金収入＋その他の合計所得金額」が、単身世帯で２８

０万円以上、２人以上の世帯で３４６万円以上 

○　負担割合が１割になる人は、上記に該当しない人 




